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相
刊
誌
沢
潔
賀
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民
一
宮
山
浅
い
一
%
以
内
沢
町
刊
誌
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一
会副J
＼川
り
さ
記、じ
ゃ
あ
と
山市
L
2
2

ハデ，
y
h
Lヘ品、
r
z
n
h叫
ル
ヤ
げ
J
U
♂
山
リ
え
JdpuEγifw件〆
J
Y
E
J
刊かい山一早川品
：J
♂
J
U
A
L
ハ
L
P
J
J
刊か
J
hナ
t
h
yぺ
し
だ
わ
ド

思
い
ま
す
。

育
英
会
の
こ
と
、
遺
族
で
あ
る
私
自
身
が

1
育
英
会
へ
の
望
み

i
｝」

m

m

恥
ず
か
し
い
か
ぎ
り
で
す
が
、
余
り
よ
く
知

時

間

り

ま

せ

ん

。
子
供
も
今
は
小
学
校
中
学
年
で

M

M

す
の
で
、
な
ん
と
か
世
話
が
で
き
ま
す
が
、

F
E
n
k
i－
山
口
県
一
母
よ
り

2
1比

中
学
校
、
高
校
と
成
長
す
る
に
し
た
が
い
、

接
し
方

（経
済
的
な
面
を
含
め
て
）
な
ど
む

こ
の
頃
の
交
通
事
情
を
考
え
る
と
、
交
通
ず
か
し
く
な
る
で
し
ょ
う
。
身
近
に
親
せ
き

よ
一
遺
児
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
世
間
の
関
心
は
の
者
が
い
る
と
は
い
え
、
私
共
が
直
面
す
る

一
割
り
と
大
き
い

の
に
、
海
難
事
故
は
数
の
上
種
々
雑
多
な
問
題
は
、
同
じ
境
ぐ
う
の
者
で

だ
一
か
ら
い
く
と
少
な
い
と
は
い
え
、
無
関
心
す
な
け
れ
ば
判
ら
ぬ
点
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
い

一ぎ

る

よ

う

な

気

が

し

ま

す

。

う

時

、

育

英

会

が

何
ら
か
の
形
で
さ
さ
え
に

ふ一品一

残
さ
れ
た
者
の
心
の
傷
は
、
理
由
が
何
ん
な
っ
て
く
れ
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
心
強
く
嬉

で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
違
い
が
あ
る
と
は
思
わ
し
い
こ
と
と
思
う
で
し
ょ
う
。

れ
な
い
の
で
、
も

っ
と
も
っ
と
い
ろ
ん
な
人
片
親
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
を
背
負

に
、
私
達
の
こ
と
を
判

っ
て
も
ら
い
た
い
と

っ
た
子
供
達
が
、
明
る
く
素
直
に
、
す
く
す

漁
船
海
難
遺
族
に
給
付
さ
れ
て
い
現
在
の
わ
が
国
は
、
国
民
皆
年
金
の
時
代
ま
た
、
船
員
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
れ
る

る
国
の
社
会
保
険
は
、
船
員
保
険
の
を
迎
え
、
日
本
人
で
二

O
オ
以
上
の
国
民
家
庭
で
は
、
お
父
さ
ん
の
月
々
の
収
入
と
、

遺
族
年
金
、
労
災
保
険
の
遺
族
補
償
は
、
い
ず
れ
か
の
公
的
年
金
に
加
入
す
る
こ
船
員
保
険
の
標
準
報
酬
が
何
等
級
に
な
っ
て

年
金
、
国
民
年
金
の
母
子
年
金
な
ど
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

い
る
か
、
関
心
を
も
っ
必
要
が
あ
る
と
思

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び
本
会
が
三
そ
こ
で
、
国
民
年
金
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
年
金
給
付
が
行
わ
れ

月
一
日
現
在
で
御
協
力
を
お
願
し
た
沿
岸
の
自
営
漁
業
従
事
者
は
、
や
と
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
報
酬
を
も
と
に
行
わ
れ

漁
船
海
難
遺
族
の
生
活
実
態
調
査
の
従
事
者
で
は
な
い
の
で
、
通
常
国
民
年
金
に
る
か
ら
で
す
。

結
果
を
み
ま
す
と
、
こ
れ
ら
年
金
が
、
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
漁
業
は
、
大
自
然
の
中
で
の
仕
事
で
す
。

遺
族
総
所
得
の
六
割
近
く
を
占
め
、
お
父
き
ん
の
死
亡
に
よ
り
国
民
年
金
か
ら
母
い
つ
危
険
が
お
そ
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
年

こ
の
年
金
が
生
活
を
支
え
る
大
き
な
子
年
金
が
給
付
さ
れ
る
に
は
、
お
母
さ
ん
も
金
保
険
は
、
老
後
生
活
の
安
定
に
役
立
て
る

柱
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
と
給
付
さ
れ
ま
べ
き
も
の
で
す
が
、
万
一
の
と
き
に
は
遺
族

し
か
し
、
こ
の
支
え
に
な
る
年
金
せ
ん
。
一

方
、
漁
業
や
と
わ
れ
の
お
父
さ
ん
生
活
の
支
え
に
な
り
ま
す
。
今
固
め
調
査
を

も
、
船
員
保
険
受
給
世
帯
と
そ
の
他
は
船
員
保
険
に
加
入
し
、
お
母
さ
ん
が
国
民
年
ま
と
め
な
が
ら
、
改
め
て
、
年
金
問
題
の
重

の
年
金
受
給
世
帯
と
で
は
、
か
な
り
金
に
任
意
加
入
し
て
お
れ
ば
、
船
員
保
険
の
要
さ
を
し
り
、
漁
業
に
関
係
す
る
皆
さ
ん
と

の
差
が
み
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
意
外
遺
族
年
金
と
国
民
年
金
の
母
子
年
金
が
あ
わ
と
も
に
、
こ
の
問
題
を
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
。

な
こ
と
は
、
ど
の
公
的
年
金
か
ら
も
せ
給
付
さ
れ
ま
す
。
ど

う

か

、

皆

さ

ん

の

ま

（

本

会

事

務

局

次

長

手

島

弘

平

）

給
付
を
受
け
て
い
な
い
世
帯
が
若
干
わ
り
の
人
々
と
こ
う
し
た
制
度
に
つ
い
て
話

で
す
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

し
合
っ
て
下
さ
い
。
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漁業と社会保障
( 1 ) 

く
と
成
長
す
る
こ
と
を
願
い
、
そ
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
る
よ
う
な
会
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

ー
せ
め
て
労
災
保
険
を

J

T
1
1
i鹿
児
島
県
一
母
よ
り

2
1
u

私
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
三
十
日
に
夫

を
亡
く
し
ま
し
た
。
ま
じ
め
な
人
で
も
こ
ん

な
こ
と
に
な
る
の
か
と
、
な
き
け
な
く
て
な

り
ま
せ
ん
。

当
時
、
子
供
は
中
学
生
二
人
。
女
手
一
つ

で
生
き
て
行
く
こ
と
は
大
変
で
す
。
親
子
と

も
今
日
死
の
う
か
、
明
日
は
死
の
う
か
と
迷

っ
た
毎
日
で
し
た
。
皆
様
方
の
励
ま
し
で
、

今
は
子
供
も
働
く
よ
う
に
な
り
、
な
ん
と
か

く
ら
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
主
人
を
亡
く
し
、
ど
う
し
て
労
災

保
険
に
か
か
れ
な
い
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

船
主
か
ら
六
万
円
の
御
仏
前
を
い
た
だ
い
た

だ
け
で
、
な
に
一
つ
補
償
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
で
も
、
船
主
と
は
こ
ん
な
も
の
か
と
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
働
き
に
出
て
い
ま

す
が
、
立
ち
仕
事
で
す
か
ら
脚
は
つ
か
れ
る

し
、
神
経
痛
が
出
て

U
ま
い
、
思
う
よ
う
に

仕
事
も
で
き
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
時
労
災
保
険

が
あ

っ
た
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。
体
き
、
ぇ
丈
夫

で
し
た
ら
ど
ん
な
仕
事
で
も
や
り
ま
す
。

! i 言社誼
県会員

保に
母険も

：コ

大
黒
柱
と
た
の
む
主
人
と
長
男
を
九
名
の

乗
組
員
と
と
も
に
、
亡
く
し
ま
し
た
。

船
主
の
家
内
と
し
て
、
船
員
保
険
の
手
続

き
、
一
時
金
補
償
の
こ
と
で
、
死
ぬ
ほ
ど
苦

し
み
ま
し
た
。
正
直
に
い
っ
て
、
乗
組
員
の

御
家
族
に
は
船
員
保
険
が
い
た
だ
け
ま
す
が
、

私
ど
も
船
主
に
は
一
銭
も
な
く
、
わ
ず
か
に

母
子
年
金
を
い
た
だ
い
て
い
る
だ
け
で
す
。

老
人
、
子
供
を
か
か
え
全
く
収
入
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
私
は
保
険
の
外
交

員
を
や
り
頑
張
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
頃

の
不
況
で
む
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
主
人

を
亡
く
し
て
丸
六
年
に
な
り
ま
す
が
、
私
の

収
入
は
生
活
費
の
半
分
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

船
の
も
の
や
、
漁
具
も
売
り
つ
く
し
、
わ
ず

か
に
あ
っ
た
貯
金
も
使
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
男
、
三
男
は
、
育
英
会
か
ら
奨
学
金
を

貸
し
て
も
ら
い
、
中
三
の
末
子
は
給
与
金
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
生
活
が
こ
ん
な
状
態

で
す
か
ら
末
子
は
、
無
線
（
ア
マ
チ
ュ
ア
無

線
）
が
好
き
な
の
で
こ
の
才
能
を
生
か
す
た

め
大
学
ま
で
行
か
せ
て
や
り
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
経
済
的
に
無
理
で
、
か
わ
い
そ
う
で

す。
船
主
遺
族
は
、
自
分
が
働
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
五
七
オ
に
な
り
ま
す
が
ま
だ
ま

だ
頑
張
り
ぬ
く
つ
も
り
で
す
。

「ま芸養
道与

母拡度
古大の

iよj

長
い
間
、
育
英
資
金
を
頂
き
尚
現
在
、
奨

学
金
を
貸
し
て
い
た
だ
き
、
学
業
を
続
け
て

お
り
ま
す
こ
と
、
本
当
に
有
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

夫
死
亡
当
時
は
母
（
夫
の
母
）
が
家
計
の

き
り
も
り
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
私
の

手
元
に
一
銭
の
貯
え
も
な
く
、
明
日
か
ら
ど

う
し
て
生
活
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
と
途

方
に
く
れ
ま
し
た
が
、
幸
い
す
ぐ
に
役
場
へ

務
め
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。
で
も
七

人
の
家
族
で
す
の
で
、
毎
月
の
学
費
を
支
払

う
の
に
や
っ

と
の
思
い
で
し
た
。

五
人
の
子
供
の
う
ち
、
三
人
は
夜
間
高
校

に
行
き
、
二
人
は
普
通
高
校
に
入
学
さ
せ
ま

し
た
。
上
の
一
人
は
、
な
ん
と
か
し
て
養
護

教
諭
の
資
格
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
っ
て
、

さ
ら
に
進
学
し
ま
し
た
。
こ
の
奨
学
制
度
も

高
校
ま
で
と
き
い
て
お
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
大

学
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

二
募
金
・
寄
附
金
』
お
礼

…

昭
和
五
十
二
年
度
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に

御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
漁
協
系
統
募
金
及

び
一
般
寄
附
金
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
し

た
。
こ

こ
に
御
芳
名
を
掲
げ
、
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

※

実

績

昭

和
五
十
二
年
四
｜
六
月

一、

漁
協
系
統
募
金

二
、
五
六
五
、

0
0
0円

一
般
寄
附
金

三
、
二
七
七
、

O
五
九
円

五
、
八
四
二
、

O
五
九
円

i入
仁3

計

※ 

御
芳
名
（
敬
称
略
）

一
、
漁
協
系
統
募
金

（
系
統
扱
い
寄
附
金

含
む
。
）

親睦を深める仲間たち

〔
四
月
〕
マ
大
分
県
指
導
漁
港
マ
静
岡

県
漁
船
海
難
遺
児
を
励
ま
す
協
議
会
（
以

下
協
議
会
略
）
マ
兵
庫
県
マ
千
葉
県

（
協
宝
漁
業
K
K
）

〔
五
月
〕
マ
静
岡
県
マ
静
岡
県
マ
沖

縄
県
マ
石
川
県
（
姫
漁
協
専
務
堂
前
孝

秋
氏
母
堂
香
典
返
し
）

〔
六
月
〕
な
し

ニ
、
一
般
寄
附
者

〔
四
月
〕
マ
大
島
み
ぎ
わ

マ
至
幸
海
運

K
K
大
幸
丸
乗
組
員
一
同
（
全
日
海
経
由
）

マ
全
日
海
石
巻
支
部
マ

K
K
テ
レ
ビ
神

奈
川
（

T
V
K
テ
レ
ビ
）
社
長
菅
井
栄

マ
第
二
二
万
漁
丸
、
第
三
一
二
万
漁
丸
、
第

三
六
昌
徳
丸
各
乗
組
員
一
同
（
漁
船
同
盟

経
由
）

〔
五
月
〕
マ
東
京
築
地
中
央
市
場
福
祉
報

徳
会
マ
全
日
海
千
葉
支
部
マ
横
浜
丸

魚
K
K
社
長
内
田
善
之
介
マ
三
崎
船
員

組
合
（
漁
船
同
盟
経
由
）
マ
荒
井
一
幸

（小
六
、
千
葉
・
千
倉
、
全
日
海
経
由
）

〔
六
月
〕
マ
神
戸
海
技
大
学
学
生
自
治
会

マ
漁
船
保
険
中
央
会
職
員
有
志
マ
水
産

大
学
有
志
一
六
名
マ
社
団
法
人
極
洋
会

精
算
人
中
田
伊
佐
夫
マ

K
K
水
産
社
募

金
箱
マ
辰
巳
商
会
K
K
小
名
浜
営
業
所

は
く
と
う
丸
乗
組
員
一
同
（
小
名
浜
海
上

保
安
部
寄
託
）
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漁
船
海
難
遺
児
を
励
ま
す
全
国
協
議
会
長

崎
県
事
務
局
と
県
漁
婦
連
は
、
県
漁
婦
速
の

二

O
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
七
月

二
十
三
・
四
日
の
二
日
間
「
海
の
子
の
集
い
」

を
雲
仙
の
国
民
休
暇
村
で
開
催
し
た
。

こ
の
「
集
い
L

に
、
約
七

O
名
の
漁
船
海
難

遺
児
が
参
加
し
、
楽
し
い
、
思
い
出
深
い
二

日
を
過
し
て
も
ら
っ
た
と
思
う
。

「
た
く
さ
ん
の
人
と
友
達
に
な
り
、
い
ろ

ん
な
行
事
も
楽
し
く
で
き
、
た
い
へ
ん
い
い

夏
休
み
の
思
い
・
出
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

先
輩
と
の
交
流
、
そ
れ
に
い
ろ
ん
な
人
の
話

を
聞
き
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ん
が
い
な
く
て

も
、
り
っ
ぱ
に
生
き
て
い
け
る
意
慾
が
わ
い

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
さ
き
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と

に
は
く
じ
け
な
い
で
い
ろ
ん
な
苦
労
も
の
り

こ
え
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
U

感
想
文
の

一
枚
で
す
。
（
長
崎
県
漁
連
島
本
）

長
崎
県海

の
子
の
集
い



海洋画家佐藤幹児先生のチャリティ図学資給与金・奨学貸与金

l展については、本紙第三号（昭和五の送金について

二年一月一日発行）でお知らせしたと一、大変おまたせしましたが、本年度

おり、五十一年十二月に第一回展が開第一回の送金を六月二十二日に、そ

催され、その売り上げから育英基金にれぞれの送金機関から送金しましたο

多額の御寄付をいただきました。今回の送金は、四月から九月までの

このたび、去る七月十三日から十五六ヵ月分です。

自の三日間、第二回展が東京・千代田二、第二回の送金は、一、借用証書

区平河町の日本海運ビルで開催されま七月三十一日までに1ill－一、返還明細書

した。先生は、海難遺児のためこのチ奨学生願書提出の新一『EE－－一、住所、職業の届出

ヤリティl展を今後も続けていきたい規採用奨学生には、』7EE等を、定められた様式
といっておられます。九月初旬に学資給与＼実必によって提出していた

チャリティ｜展を開催するには、そ金の七月から十二月三一世だきます。

のかげに多くの団体、そしてそれぞれ分を、奨学貸与金は4－52、返還者で、病戸一円M
の担当者の皆さんの御協力があって、希望者には四月から戸側気・災害又は大学その

初めて成功するものでありますが、先生の十二月分を、また、二．豹他の学校に進学（在学）

海難遺児を励ます情熱の並み並みならぬ前回採用者を含む継／一ーのため、返還が困難に

ものに、敬服しないではおれません。続奨学には、学三給なったときは、その旨

また、先生は、本会の奨学生の中で与・奨学貸与金とも願い出れば返還が猶予

将来絵画の道を選び勉強したい人がい十月から十二月分を送金します。されます。また、とくに重い病気や身

たら、少しでもお手伝いしたいといっ図奨学貸与金の返還について体の障害により働けないときは、返還

ておられます。奨学貸与金は、学校を卒業し就職しを免除され、このほか、育英会で定め

先生の芸術に対する情熱は、かつてた翌年から、返還計画にもとづき返還た漁業関係の職業に従事したり、その

御自身が海で働いておられただけに、してもらい、その返還金は再び後輩の他理事長が適当と認めたときは、特別

会場準備中から多くの人々がこれからも海洋画一途に向けられて行皆さんに貸与される原資になります。に免除されますので、その手続きを取

おしかけたHH（写真提供水産社）くでしょう。そのエネルギーは大きい。早いもので、昭和四十九年からできって下さい。

制上表の右欄、昭和五十二年度第一回
現

末採用者は、本年度五月十五日までに奨

同学生願書を提出し、新たに、本会奨学
年

主此司会議生となった皆さんです。
和

昭朝山町左欄は、前年度から

糊ちの継続奨学生と、今回

開採用になった二二六人

側たを含めた都道府県別奨

制学生総数です。

の周毎年四月に小学校一

年生に入学した皆さん

油ーには、入学祝金（一入

園町一一千円）が贈られます。

端本年度の該当者は、回

開六人でした。

会開高校生は、学資給与

榊糊から奨学金の貸与にな

糊締りますが、本年度第一

主意義会回の採用者は二O人

で、本年三月に中学を卒業した四三九

人の二五%にとどまっています。年度

時停申ードでも頼書を受付けます。

県名 学資給与焚性』F 奨学金貸 52年度第 1回新規採用者
ノ十 計

中学生管手）小学生 中学’l う奨学生 小学生 合計

北海道 158 219 377 48 425 12 11 24 

-,'f 森 98 102 200 43 243 7 13 21 

Z山ヨ 手 75 93 168 45 213 4 14 18 

-~,; 城 53 88 141 19 160 8 3 14 

相t E日 2 6 8 1 9 

山 形 27 26 53 17 70 3 

悩 32 42 74 16 90 4 5 10 

3長 城 10 24 34 7 41 2 2 4 

千 1定 33 15 48 5 53 4 4 

東 庁、 5 5 10 10 

神奈川 6 12 18 8 26 2 2 4 

新 1勾 21 33 54 7 61 2 2 5 

'i:¥ 山 13 11 24 6 30 司 l 1 

石 JII 19 17 36 8 44 1 4 5 

者員 井 3 5 8 3 11 

f告 岡 16 27 43 16 59 1 4 5 

愛 知 9 14 23 5 28 1 1 

重 16 23 39 15 54 2 1 6 9 

京 :Jl日 1 1 2 3 1 1 

大 阪 3 3 6 6 

兵 l章 15 22 37 16 53 2 1 5 8 

和歌山 7 12 19 5 24 1 2 

，烏 取 17 14 31 8 39 2 3 

f.;; 宇艮 21 18 39 9 48 2 2 

問 山 5 2 7 2 9 1 1 

広 2 4 6 3 9 2 2 

ilJ 口 45 44 89 22 11 11 2 5 18 

香 JII 9 10 19 10 29 3 3 

徳 島 11 16 27 10 37 1 1 2 

愛 媛 18 18 36 11 47 4 4 

高 知 31 31 62 12 74 2 1 3 

も百 同 18 21 39 2 41 1 1 

偏向県有明海

佐賀県玄海 8 8 16 16 2 3 

佐賀県伊月海

長 曲者 102 99 201 25 226 14 5 5 24 

大 分 8 15 23 1 24 1 1 

rr民 本 7 5 12 4 16 2 2 

日 崎 18 18 36 4 40 5 3 8 

鹿児島 27 23 50 17 67 2 1 7 10 

i中 縄 2 2 2 

£口入 d十 971 1,145 2,116 432 2,548 92 24 110 226 

( 2 ) 

5員総主
お祖霊義
務遍援護
潔翠掠
緩慢繁
務翠きE
務費務
滋凶「
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第
二
回
チ
ャ
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テ
ィ
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会
場
風
景

？三
A
Q

一
A号5 舎へ

て川

た
こ
の
制
度
も
、
本
年
三
月
に
は
め
で
た
く

第
一
回
の
卒
業
生
を
送
り
出
し
ま
し
た
。
こ

れ
ら
卒
業
生
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
返
還
に
伴
・

う
手
続
き
を
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

手
続
き
は

「奨
学
金
の
返
還
て
び
き
」
を

読
め
ば
、
お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
が
、
主
な

点
を
あ
げ
ま
す
と
、

；系；
：統；

通！

本
年
度
第
一
回
の
送
金
に
つ
い
て

本
年
度
第

一
回
の
願
書
提
出
に
つ
き
ま

し
て
は
、
お
手
数
を
煩
わ
し
ま
し
た
。
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
ら
新
規
採

用
者
を
含
む
本
年
度
第
一
回
の
送
金
は
、

学
資
給
与
金

・
奨
学
貸
与
金
と
も
四
月
か

ら
九
月
ま
で
の
六
ヵ
月
分
を
、
六
月
二
十

二
日
に
一
斉
送
金
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

送
金
明
細
表
が
郵
送
の
遅
延
等
も
あ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
御
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ

と
、
深
く
お
詫
ぴ
申
し
上
げ
ま
す
。

固
全
国
漁
船
海
難
遺
児
育
英
事
業
事
務
担

当
者
会
議
に
つ
い
て

本
年
度
の
全
国
事
務
担
当
者
会
議
は
、

当
初
七
月
十
日
の
参
議
院
議
員
選
挙
の
終

わ
っ
た
直
後
を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

漁
協
系
統
の
諸
会
議
も
、
こ
の
選
挙
以
降

に
集
中
し
て
い
る
様
子
な
の
で
、
本
会
も

開
催
日
を
若
干
お
く
ら
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
追
っ
て
、
決
定
次
第
御
連
絡
し

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

固
貸
与
事
業
に
つ
い
て

O

高
校
生
の
奨
学
金
貸
与
希
望
者
は
、

本
年
度
も
予
想
を
下
回
わ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
折
り
に
ふ
れ
こ
の
制
度
の
周
知
を

お
願
い
し
ま
す
。

願
書
は
、
第
二
回
以
降
も
受
け
付
け
、
ま

た
本
人
の
希
望
が
あ
れ
ば
、
本
年
度
四
月

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
貸
与
し
ま
す
。

。

せ

っ
か
く
高
校
へ
進
学
し
た
が
、
家

の
都
合
等
で
中
途
退
学
し
、
本
会
奨
学
生

も
辞
退
し
た
者
が
、

二
、
三
人
出
て
き
ま

し
た
。
こ
う
い
う
場
合
は
、
で
き
る
だ
け

早
く
退
学
辞
退
届
を
出
す
よ
、
7
御
指
導
願

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
し
ら
ず
に
奨
学
金

を
送
金
し
て
し
ま
い
ま
す
と
、
退
学
後
の

送
金
分
は
一
括
返
還
に
な
り
、
本
人
の
負

担
も
大
変
の
よ
う
で
す
か
ら
、
送
金
時
に

は
、
な
る
べ
く
在
学
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て
い

た
だ
く
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す

0

0

昭
和
五
十
一
度
に
は
、
貸
与
奨
学
生

初
の
卒
業
者
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
五
十
三
年
度
か
ら
奨
学
金
の
返
還
が
始

ま
り
ま
す
。
本
年
度
は
、
こ
の
た
め
の
手

続
き
の
年
度
に
な
り
ま
す
。
こ
の
指
導
は
、

固

ロ
昭
和
五
十
二
年
七
月
七
日
付
け
、
漁
英
第

一
五
号
を
も
っ
て
送
付
し
た

「奨
学
金
貸

与
奨
学
生
の
卒
業
等
に
よ
る
奨
学
金
の
返

還
等
に
関
す
る
指
導
依
頼
」
に
よ
り
、
御

指
導
願
い
ま
す
。

＝

な
お
、
奨
学
金
の
返
還
猶
予
及
び
特
別

免
除
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

「
奨
学
金
貸

与
規
程
第
三
章
第
一
七
条
の
奨
学
金
の
返

還
及
び
第
一
八
条
の
奨
学
金
の
返
還
猶
予

並
び
に
第
二
一
条
の
延
滞
金
に
関
す
る
規

定
の
取
扱
い
に
関
す
る
内
規
（
略
称
・
奨

学
金
の
返
還
等
に
関
す
る
内
規
）
」
及
び

「
奨
学
金
貸
与
規
程
第
四
章
第
三
十
条
に

規
定
す
る
奨
学
金
の
返
還
の
特
別
免
除
の

取
扱
い
に
関
す
る
内
規
（
略
称
・
奨
学
金

の
返
還
特
別
免
除
に
関
す
る
内
規
）
」
を

そ
れ
ぞ
れ
本
年
五
月
三
十
一
日
に
定
め
ま

し
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
指
導
願
い
ま
す
。

感
謝
状
の
贈
呈
に
つ
い
て

第
二
期
募
金
目
標
達
成
の
漁
業
協
同
組

合
に
対
す
る
感
謝
状
の
贈
呈
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
県
で
終
わ
っ
て
お
り

ま
す
が
、
な
お
、
そ
の
後
の
達
成
組
合
に

つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
つ
ど
で
も
結
構
で

す
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
上
、
名
簿

二
通
お
送
り
下
き
る
と
幸
甚
で
す
。

・γ
編
集
後
記
ム
・

O

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

O

一
面
の
「
漁
船
海
難
遺
児
の
お
母
さ
ん

の
こ
え
L

は
、
本
年
三
月
一
日
現
在
で
実

施
し
た
生
活
実
態
調
査
表
に
記
入
さ
れ
た

意
見
や
希
望
の

一
部
で
す
。
こ
の
た
め
、

個
人
名
は
お
約
束
ど
お
り
出
さ
な
い
こ
と

に
し
ま
し
た
。

O

漁
船
海
難
遺
族
生
活
実
態
調
査
は
、
「
漁

船
海
難
遺
族
の
母

・
子
の
く
ら
し
」
と
題

し
て
、
八
月
上
旬
に
公
表
し
ま
す
。
こ
の

調
査
は
、
本
会
奨
学
生
家
庭
の
う
ち
か
ら

四
分
の
一
の
家
庭
に
お
願
い
し
た
調
査
で

あ
り
ま
す
。
御
協
力
下
さ
い
ま
し
た
三

O

O
世
帯
の
皆
様
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

O

「系
統
通
信
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
漁

協
通
信
」
を
改
称
し
た
も
の
で
す
。
ど
う

ぞ
こ
の
通
信
欄
に
、
県
連
段
階
、
地
協
段

階
で
の
育
英
事
業
に
関
す
る
「
こ
え
」
を

送

っ

て

下

き

い

。

（

K
・
T

）




